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果樹の共済制度について

秋田県農林水産部　農業経済課
　　　　副主幹　　福岡　亮　

【解説】

毎年のように災害が発生する中、農業者の経営安定を図り、地域の農業生

産を維持していくためには、公的なセーフティーネットである農業保険の加入

が、ますます重要となっています。
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【解説】

特に、収入保険については、雪害のような災害による減収や価格の下落な

ど、様々なリスクに対応したものであり、果樹共済より補償が厚く、掛金も安

く、さらには、補てん金の受け取りまでの間、必要に応じて無利子のつなぎ融

資を受けることができるなどのメリットがあります。
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【解説】
加入対象者は、青色申告の実績が１年以上ある農業者となっておりますが、貸借対

照表や損益計算書を必要としない「簡易簿記の青色申告」でも加入できます。

補てん金は、例えば、りんごで15％の被害を受けた場合、収入保険では10アール

当たり11,900円となりますが、果樹共済(総合一般)では支払いはありません。

具体的な掛金や補てん額等は、パンフレットをご覧頂き、制度への加入をご検討く

ださるようお願いします。


